
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施

１つでも措置を講ずることができなくなっ
た場合には、通常の勤務時間に戻します
●講ずべき措置を講ずることができない場合、通常の勤務時間に戻します

１年単位の変形労働時間制を活用する場合には、適用職員本人にも、学校全体にも、教育委員会
や校長として様々な措置を講ずることが、指針に規定されています。学校全体に講ずべき措置につ
いては、適用職員だけでなく、学校全体での遵守が前提です。
道教委の想定問答集には、これらの様々な措置について、１つでも講ずることができなくなった

場合の対応として、「以降の総勤務時間の一部について、勤務時間の削減措置をとる（通常の勤務
時間に戻す）ことが必要とされている」としています。

●変形労働制は、途中で変更できない制度

であり、複雑な対応が求められます

しかし、１年単位の変形労働時間制は途中で変更
できない制度です。
ですから、「通常の勤務時間に戻す」といっても、

制度の運用を停止するということではなく、通常の
勤務時間を超える時間について「勤務時間が割り振
られてはいるものの勤務をしない時間」として「勤
務することを要しない時間」の指定をするという、
非常に分かりづらい対応をとることとなります。

●「勤務することを要しない時間」を指定す

る管理職には、大きな負担が生じます

措置を講ずることができず、「勤務することを要
しない時間」を指定する場合、管理職は、右のよう
な「勤務することを要しない時間の指定簿」を新た
に作成して、４週間の期間ごとに、すべての「勤務
することを要しない時間」の算定や指定を行い、適
用職員への説明、校内全体での共通理解を図り、教
育委員会にも速やかに指定簿を提出することとされ
ています。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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この指定簿は、適用職員個別に作成する必要があり、この対応にあたる管理職には大きな負担が
生じます。

●教員に、変形労働制を適用させること自体に無理があるのです

このような、複雑で分かりづらい対応をとらなければならないのは、そもそも、この制度は「使
用者が業務の都合によって任意に勤務時間を変更することがない」ことが前提だからです。
厚労省のガイドラインでは、「貸切観光バス等のように、業務の性質上１日８時間、週４０時間

を超えて労働させる日又は週の労働時間をあらかじめ定めておくことが困難な業務又は労使協定で
定めた時間が業務の都合によって変更されることが通常行われるような業務については、本変形労
働時間制を適用する余地はないものである」とされています。
教員の業務は、そもそも、時間外勤務が発生することを前提としている時点で、この制度の趣旨

と矛盾しているのです。制度が想定している業種では、変形労働制の枠内で予定通りに業務が収ま
ることを前提としており、様々な措置が講じられないということを想定していないのです。
本来、適用できないはずの制度を教員に無理矢理適用させたために、「勤務時間が割り振られて

はいるものの勤務をしない時間」などというものを設定しなければならなくなっているのです。

●「勤務することを要しない時間」を、どのように指定するのか

「勤務することを要しない時間」を指定する場合、その算定方法について、１５日に道教委が行
った変形労働制の説明資料では、そのイメージとして、下記の表を示しています。
下記の表の「第１期間」は、通常の正規の勤務時間を超えた勤務時間をそのまま「勤務すること

を要しない時間」として指定するという方法を示しています。
「第２期間」は、通常の勤務時間を超えて割り振った勤務時間をまとめて、４週間の期間内に「勤
務することを要しない時間」として指定することで、４週間を平均して通常の勤務時間にするとい
う方法を示しています。
「勤務することを要しない時間」の指定は、これらのいずれかの方法により行うこととなります。
また、「第３期間以降」は、通常の正規の勤務時間を超えた勤務時間の割り振りがないため、そ

のまま変更はないということです。
なお、新たな週休日として設定していた休日については、「通常の勤務に戻す」対応をした後も、

当初の予定通りに休日となります。
また、８時間１５分を超えて勤務を割り振った日の休憩時間は６０分となりますが、「通常の勤

務に戻す」対応をして７時間４５分勤務となった場合でも、休憩時間は当初の予定通り６０分とな
ります。
このような、よく分かりづらい対応をとらなければならないということが、この制度の矛盾を示

しています。教員にむりやりに制度を適用させて、見かけ上の時間外勤務を覆い隠そうとするので
はなく、長時間過密労働解消のためにこそ努力するべきです。


